
広

告

広

告

MIYOSHI 20MIYOSHI21

和太鼓教室
　　　　　生徒さん募集

和太鼓という楽器を扱う基礎打法から、みんなで音を合わせて
一つの曲を演奏するための応用まで親切丁寧にご指導します。

和太鼓スタジオ「鼓屋」　三芳町藤久保850-5
☎049-293-5820（太鼓部） メール contact@kajihei.com
http://kajihei.blog136.fc2.com
←50歳・60歳・70歳からのニコニコシニアクラス同時募集！

6歳
から

参加
でき
ます
！

観光バス・貸切バスは
お任せ下さい！

志木発の高速バス「VIPライナー」も運行中！

INFORMATION

三芳町役場 ☎ 049(258)0019（代表）
〒354-8555 三芳町大字藤久保 1100 ｰ 1

お知らせ
「募集」「イベント」「お知らせ」など
暮らしに役立つ情報をお届けします。

INFORMATION

▶日時　7月 20日㈰　8:30 ～ 12:00
▶場所　セイコーモータースクール
　　　　富士見市上沢 3-7-37
▶�内容　参加・体験型の講習を通じて、
自分の運転能力について学ぶ体験型の
安全運転教室

▶募集人員　60人（定員次第締め切り）
▶講習料金　無料
▶�対象者　東入間警察署管内に居住する
65歳以上の普通免許を所持する人

問�東入間警察署交通課☎ 269-0110 内 411
　※平日 8:30 ～ 17:00

体験型交通安全教室
「シルバードライバードック」

不法電波をシャットアウト！
～電波利用環境保護周知啓発強化期間～

総務省では、6月1日～10日までを「電
波利用環境保護周知啓発強化期間」とし
て、電波を正しく利用していただくため
の周知・啓発活動および不法無線局の取
り締りを強化します。電波は暮らしの中
で欠かせない大切なものです。電波のルー
ルはみんなで守りましょう。
問関東総合通信局
不法無線局による混信・妨害☎03-6238-1939
テレビ・ラジオの受信障害☎03-6238-1945
地上デジタル放送の受信相談☎03-6238-1944

ご存知ですか？
国民年金の任意加入制度
老齢基礎年金は、20 歳から 60 歳にな
るまでの 40年間保険料を納めなければ、
満額の年金を受け取ることができませ
ん。国民年金保険料の納め忘れなどによ
り、保険料の納付済み期間が 40 年間に
満たない場合は、60歳から 65歳になる
までの間に国民年金に任意加入して満額
の年金に近づけることができます。なお、
老齢基礎年金を受給するためには、保険
料の納付済期間や保険料の免除期間等が
原則として 25年以上必要となりますが、
この要件を満たしていない場合は、70歳
になるまで任意加入することができます。
また、海外に在住する日本国籍の人も国
民年金に任意加入することができます。
付加年金保険料（月々 400 円）を納めて
年金を増やす
第 1号被保険者（および任意加入被保
険者）の人は、ご希望により利用できま
す。月々の定額保険料に付加保険料（400
円）をプラスして納めると、老齢基礎年
金に付加年金が上乗せされて受け取るこ
とができます。受け取る付加年金は、定
額のため物価などによってスライド（増
額・減額）しません。2年間受け取ると、
納めた保険料と同額になるため大変お得
です。
問�住民課保険年金担当内 156

国民年金からのお知らせ

6月30日㈪の納期限は次のとおりです。
納期限内に納付してください。
■町県民税（第 1期）
収納は藤久保・竹間沢出張所でも行っています

納期限にご注意ください

三芳地区更生保護女性会は、青少年の非
行防止、罪を犯した人の社会復帰をする
ための支援をしているボランティア団体
です。毎年７月、法務省による“社会を
明るくする運動”強化月間中に「愛の募
金活動」を行っています。
三芳地区更生保護女性会の活動の趣旨を
理解していただき、充実した
活動が出来るようご支援、
ご協力をお願いします。
問福祉課福祉担当内 173

犯罪・非行防止・立ち直り支援…
「愛の募金」に協力をお願いします

▶開催日時　
　7月 12日㈯・19日㈯・26日㈯
　9:00 ～ 12:00
▶場所　総合体育館
▶参加費　500円（保険代等、当日集金）
※�卓球のできる服装で体育館用シューズ
をお持ちください。ラケットがない場
合はお貸しします。

▶申込締切　7月 3日㈭
問 ･ 申�三芳町卓球連盟事務局㈲ワールド鈴木
☎ 258-2064�FAX 259-2741
総合体育館 1階受付☎ 258-0311
生涯学習課スポーツ推進担当内 517

卓球教室

保育所・児童館・学童
臨時職員の募集

【第 2保育所（産休代員）】
○保育士　1人　
　任期　9月1日～平成28年３月末（半年更新）
　勤務　�月～金曜、週 5日　8:30 ～ 17:15
　（行事による土曜勤務有）
　資格　保育士有資格者
　賃金　日給 8,100 円
○栄養士　1人
　任期　7月1日～平成28年3月末（半年更新）
　勤務　月～金曜、週 5日　8:30 ～ 17:15
　資格　栄養士又は管理栄養士有資格者
　賃金　日給 7,100 円
【保育所（夏季期間）各保育所 2人】
　勤務地　第 2、第 3保育所
　任期　7月 1日～ 8月 31日
　勤務　月～金曜　8:30～17:00（土日祝休み）
　賃金　保育士有資格者（時給1,000円）

保育補助員（時給 920円）
【学童保育室（夏季期間）8人】
　勤務地　�藤久保第 1・第 2、唐沢、北永井、

上富、竹間沢学童保育室
　任期　7月22日～8月31日（勤務日数要相談）
　勤務　�月～金曜　8:30 ～ 18:45 のうち
　　　　　5時間程度交代制（土日祝休み）
　賃金　児童厚生員有資格者（時給890円）
　　　　児童厚生員補助員（時給 830円）
【児童館（夏季期間）3人】
　勤務地　藤久保、北永井、竹間沢児童館
　任期　7月 1日～ 10月 31日（うち 2か月）
　勤務　�火～土曜　週 5 日（日月祝休み）

9:00 ～ 17:00
　賃金　児童厚生員有資格者（時給890円）
　　　　児童厚生員補助員　（時給830円）
申込方法…臨時職員登録申込書を総務課
へ提出。申込書は町HPでダウンロード、
総務課、こども支援課で入手できます。
問こども支援課保育担当内 253～ 255

更生保護女性会マーク

総務省と経済産業省は、７月１日に、平
成 26年経済センサス－基礎調査と平成
26年商業統計調査を一体的に実施しま
す。全国のすべての事業所および企業が
対象になります。皆さんの調査へのご理
解・ご回答をよろしくお願いします。

経済センサス－基礎調査
商業統計調査にご協力ください

地域で活動する団体の自主的、自発的な
活動や自立に対し、町が補助金を交付し
ます。
■対象事業
　�公益上必要がある事業およびそれを行
う団体（補助金交付基準による）

※�『町や教育委員会と共催する事業・活動』
もしくは『同一の事業・目的で町から
他の補助金を受けている団体』は除く

■対象団体
　�営利を目的としない、公益の増進に寄
与する任意団体又はNPO法人

■補助額
　�補助対象経費総額の 100 分の 10 か
ら 100分の 50

■説明会
　�どなたでも参加できますので、奮って
ご参加ください。

　開催日時　６月 25日㈬ 14:00 ～
　開催場所　役場 3階 301会議室
　内容　①�公募補助金制度について
　　　　　（申請手続き、採択基準等）
　　　　②�提出書類の書き方
　　　　　（個別相談も受付けます）　
■応募方法
　次の①～⑥を政策推進室へ提出
　①三芳町公募補助金申請書
　②申請内容の概要書③収支予算決算資料
　④団体規約　⑤構成員の名簿
　⑥活動内容を確認できる資料
■応募受付期間�
　7月 1日㈫～ 7月 31日㈭
※�書式及びパンフレット・要綱等は町
ホームページに掲載のほか、役場 4階
政策推進室、公民館で配布しています。

問�政策推進室政策推進担当内 422～ 424

団体活動補助金の募集
～三芳町公募補助金～

■�募集事業
　�提案型事業委託制度には 2つの形が
あります。

・�住民提案型
　�地域課題や社会的課題の解決や地域活性
化につながり、住民にとってプラスとな
る、創意工夫あふれるアイデア事業
･�行政提案型
　�現在町が行っている下記事業を、より
よい事業として実施するもの
　①成人の日事業（成人式開催）
　②竹間沢東公園管理事業
■�対象者：市民活動団体、民間企業、そ
の他法人、地域の団体等の任意団体

※提案した事業を実施できる団体に限る
■委託料
　住民提案型…1事業 50万円を限度
　行政提案型…�要綱内、事業シートに掲

載の額を上限とした額
■�応募方法
　�申請書に記入の上、持参又は郵送によ
り政策推進室へ提出
■応募受付期間�
　7月 1日㈫～ 7月 31日㈭
※�書式およびパンフレット・要綱等は町
ホームページに掲載のほか、役場 4階
政策推進室、公民館で配布しています

問�政策推進室政策推進担当内 422～ 424

新しいアイデア事業募集
～提案型事業委託制度～

◆内容　�健康体操・脳トレ実技・食生活
のポイントについての講話

◆日時　6月 30日㈪　9:30 ～ 12:00
◆場所　藤久保第 1区集会所
問 ･申�健康増進課地域包括支援センター内 188・189

いもっこ体操健康教室


